
てんかんセンター
TOPICS

てんかんセンター　部長　　久住　一郎

がんゲノム医療と当院での実施状況　当院は2015年8月1日に、てんかんセン
ターを開設しました。
　てんかんは、全国に100万人以上の患者
さんが存在しており、乳児期から成人期ま
で、全年齢にわたって出現する疾患です。
また、てんかん発作が生涯を通じて継続す
る例もあり、全年齢にわたる継続した治療
が必要になります。
　てんかんセンターでは、小児科、神経内
科、精神科神経科、脳神経外科から専門
医師が参画し連携して診療にあたります。
てんかん発作の征圧のために、薬物治療
に加え、てんかん外科治療を含めた適切な
治療計画の立案を行います。
　てんかんセンターの構成診療科は、全年
齢の患者さんのニーズに応えられる体制に
あり、小児から成人に至る発作治療にシー
ムレスに対応します。

　てんかんセンターでは、関係各科の連携体制の中で、正確
なてんかん診断を行います。当院に設置されている、高磁場
MRI、長時間脳波ビデオ記録装置、核医学検査機器（PET、
SPECT）、脳磁図検査装置を用いて、多角的・有機的な診断
を行います。

てんかんセンターのご紹介

てんかん診断

　てんかんセンターでは、専門医師の連携により、年少小児
から高齢者において出現するてんかん発作に対して、継続的医
療を行う体制を構築し、正確な診断に基づく、適切な治療の
選択を行います。
　薬物治療に抵抗性を示す難治てんかん症例に存在する、大
脳皮質形成異常、血管腫、腫瘍などのてんかん原性領域に対
して、てんかん外科手術の適応を連携して検討します。
　新しいてんかん治療として、迷走神経刺激療法が可能になり
ました。てんかんセンターはその施行施設として認定されてお
り、機器の埋込み、その調整を継続的に行っております。
　また、新たに開発され、臨床適応が期待されている抗てんか
ん薬や医療機器の臨床治験を積極的に行っております。

てんかん治療

　てんかんは、関連する交通事故の発生などにより、社会的
注目が集まっている一方、正確な情報提供が不足していること
から、てんかん患者さんに対する誤解が生じています。
　てんかんセンターでは、市民公開講座やセンターのホーム
ページを用いた情報発信などにより、正確な疾患理解のため
の啓発活動を行い、てんかんに対する正確な理解を促し、て
んかん患者さんのQOL向上に寄与したいと考えております。

地域医療への貢献

初　診 毎週月曜日13:00より

再　診 担当科に振り分けられます。

がん遺伝子診断部　部長・教授　　木下　一郎

「がんゲノム医療」は、次世代シークエンサーなどを用いてがん細胞の遺伝子を網羅的に調べ、がんと強く
関わるドライバー遺伝子などの異常に基づいた治療等を行う医療です。当院では2016年４月に「がん遺伝子
診断部」が設置され、自費診療での「がん遺伝子パネル検査」を開始しました。国のレベルでは、質の担保さ
れた「がん遺伝子パネル検査」を実施、解釈し治療及び臨床開発を行う「がんゲノム医療中核拠点病院（以下、
中核拠点病院）」の設置が提言され、2018年２月に当院を含む全国11医療機関が指定されました。中核拠点
病院と連携してがんゲノム医療を行う「がんゲノム医療連携病院」の指定も行われました。また、臨床・ゲノ
ム情報を集約、管理し、診断治療開発への利活用を推進する「がんゲノム情報管理センター（C-CAT）」が、国
立がん研究センター内に設置されました。
中核拠点病院の指定に伴い、当院において、「がん遺伝子
診断部」を中心として、院内関係各部門や各診療科、当院
と連携する連携病院、遺伝子パネル検査会社等が連携して、
がんゲノム医療を提供する体制を整備しました。同時に、
中核拠点病院に必要な人材育成、診療支援、治験・先進医
療主導、研究開発、C-CATへの情報登録等を行うための体
制を整備しました。
2019年６月に100以上の遺伝子の検査結果を検討するゲ
ノムプロファイル目的の「がん遺伝子パネル検査」が保険適
用となりました。保険診療開始後、当院では毎月約30～40
名の患者が本検査を希望し受診されています。本検査によっ
て、遺伝子異常に基づく治療薬が見つかることが期待され
ますが、現在保険適用となる患者は標準治療が終了となる
固形がん患者、及び希少がんや原発不明がんなど標準治療
のない固形がん患者に限定されているため、候補薬は基本
的に未承認か適応外となります。一部の保険適用となる薬
剤が見つかる場合を除き、基本的に治験や先進医療への参
加が必要になります。約半数に薬剤の奏効性が期待できる
遺伝子異常が見つかりますが、当院を含め、国内で実際に
候補薬による治療を受けた患者は約10～15％に留まってい
ます。
診断時等の早い段階での保険適用が望まれるとともに、
治験・先進医療や患者申出療養制度を利用した臨床試験を
推進し、遺伝子異常に基づく薬剤で治療できる機会を増や
していくことが必要です。治験の推進によって、新たな分
子標的薬の承認が進むことが期待されます。また、C-CAT
に集約したデータを、倫理審査を経た上で、中核拠点病院、
学術研究機関及び企業等が利活用できる体制が整備されつ
つあり、新規バイオマーカーや治療法の開発を目指した研
究の進展が期待されます。がんゲノム医療のさらなる発展
を目指し、これらの課題に取り組んでいきます。
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2019年2月17日（日）に開催された、てんかんさっぽろ市民医療公開講座の様子
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